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平成３１年議会運営の評価及び検証 実施要領

１ 議会運営の評価及び検証実施要綱（平成２４年１０月３日議会運営委員会決定。以下

「要綱」という。）第４条の規定に基づき平成３１年に実施する評価検証の対象期間に

ついては，平成２９年５月１８日から平成３０年１１月３０日までとする。

２ 要綱第５条第１項により実施する評価は，別記様式によることとし，平成３０年９月

１日から平成３０年１１月３０日までに実施するものとする。

３ 要綱第６条第１項により実施する検証は，平成３１年２月１２日までに実施するもの

とする。

４ 要綱第６条第２項の規定により依頼する学識経験者等の人数については，学識経験者

のみ５名以内で構成するものとし，依頼する期間は平成３０年１２月１日から平成３１

年２月１２日までとする。

なお，依頼する学識経験者は，議会に関する専門知識を有する者とし，特に市内在住

者であるか否かは問わない。

５ 要綱第６条第３項の規定により議長が受けた検証結果は，現任期中の議会運営委員会

においてその文書を配付し，報告とする。
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